
東京都八王子市東浅

波　田　地　　克　　利　　殿

半成２６年３月３１ﾄﾖ

東京都新宿区信濃町３２番地

　加｣碩学合本部内

拒価学会監正審査会

　事務局長　飯　嶋　達　也

　貴殿から平成２６年３月２４目付「『審査会規程』開示のお願い」を御送付いただき

ましたが，下記のとおり必要と思われる関連規程を抜粋しましたので，その送付をもっ

て回答とさせていただきます。

１

除名処分の根拠規程について

記

創価学会会員規程

　　　（目　　的）

　　第１条　この規程は、創価学会（以ド｜ニの会ｊ　という。）の会員に関する事項を定めるも

　　　のである｡

　　２．会員については、創価学会会HI」によるほか、ニの規程に定めるところによる｡

　　　（地位の喪失）

　　第５条　会員は、退会･または除名によりその地位を喪失する。

　　２．前項および第２条第５項の場合ヽ、本部長は、その事由を付記して会員名簿から削除する

　　　　ものｙＬ、ぞの会ほは、この会から授与された御｡本尊を、この会に返却しなけtlばなら

　　　　ない

　　　（坦　分）

　　第７条　会ほが、次･ﾉ）各gり）‥:ﾆ該１する行為をしたときは、別に定める手続により、その

　　　　会昌を処分すろ二とができろ

　　　Ｉ）御本尊への不敬行為

１



り

心

３

２)　ニの会の会ﾛ|』およびこの睨肪□、Ｌくは指J､刹二反し、またはこの会の秩序を乱す行為

訓　金銭貸借、共同事業など自己まE /y.は第一-j.?いソバi｣益をはかることを目的として、二の会

　の組織、名称、役職等を悪川する行為

羽　会員としてふさわＬくない行為で、二の会Ｌしくは会員の名誉をきずっけ、または二

　の会もしくは会員に迷惑を及ぼす行為

　処分は、その会員の反省を促し、この会と会員の真摯な信仰を維持するためになされる

ものであり、事実を精査し、公iEか-j慎重に行なわなければならない。

　処分は、戒告、６か月以下の活動停lhおよび除名とする。

２　審査手続きに関する規程について

（1）創価学会県審査会規程

　　　　　　　　　　　　　第　１　章　　総　　　　　則

　　（目　的）

　　第１条　この規程は、県審査会「以下准査会」という。）の職務を適正に行なうために必

　　　要な事項を定める｡

　　（審査事項）

　　第２条　審査会は、次の各号に定める事項について蜜査し、決定する。

　　　1）県本部に所属する会員の処分

第　２　章　　審　　査　　会

　　　　　　　　　　　　　第　３　章　　　審　査　手　続

　　　　　　　　　　　　第１節　　会員の処分の審査手続

　（処分の申請）

第１１条　審査会に対する処分の申請は、被申請者が所属する地域組織の分県長、園長も

　　しくは本部長またはそれらの者が連名で行なう。

　け兄理人）

第１３条　被申請者は、代理人を選任することができない。

　（審査指揮）

第１５条　審査の指揮は、審査員長が行なうっ

　（証拠の取調等）

第１６条　審査会は、職権により、被申請片、証人および関係資料の取調、鑑定ならびに

　検証をすることができる。

　（嘱　託）

第１７条　審貴会は、事実の調査のため必要かおるときは、審査員もしくは他の県審査会

　に対し披申請者、証人および関係資料の収調々らびに検証を嘱託することができる、

２



　（非公開丿

第１８条　審査会の審査手続は、非公開胎|’る

　（録g一等｡ﾉ川111）限）

第｡19条　審査手続における録音お､よび写白;の撮影は、審査Ｈ長の許口」’を得なければ行な

　　うニとができない｡

　（審＆期日調書）

第２０条　審査会は、審査期日ごとに調･おを作成しなければならない。

　（取　　|絹

第２ト条　申請者は、決定が効力を生ずるまでの間、審査会の同意を得て、申請を取り下

　げることができる｡

　（決　定）

第２２条　審査会は、審理が尽くされたと認めるときは、審理を終え、決定する。

２．決定は、申請の趣旨に拘束されない。

　（決定書）

第２３条　審査会は、決定したときは、すみやかに決定書を作成する。

２．　　決定書には、次の各号に掲げる事項を記載し、決定に関与した審査員全員が署名捺印

　　しなければならない。ただし、決定に関与した審査員が署名捺印できないときは、他の

　　審査員がその旨附記し、署名捺印しなければならない。

　　１）被申請者の住所、氏名、生年月日、所属地域組織および役職

　　２）主文および理由

　（決定の通知）

第２４条　審査員長は、決定書を作成した後ただちに被申請者に対し、決定主文を通知（以

　下、これを「決定通知」という。）しなければならない。

２．審査員長は、被申請者に対し決定通知をするニとができないときは、決定主文を記載

　　した書面を県本部の中心の会館に７日間掲示（以下、これを「決定掲示」という。）し

　　て通知に代えることができる｡

　（決定の発効・確定）

第２５条　決定は、被申請者に対し決定通知が到達したとき、または決定掲示を始めた日

　から７日間を経過したときに、その効力をきずる。

２．　　決定は、不服申立期間内に不服の申立てがなされなかりたときに確定する。

３．　　不服申立期間内に不服の申立てがあった場合においても、決定の効力は失われない。

　　　　　　　　　　　第２節　　会員の地位の有無の審査ｆ続

　　　　　　　　　　　第３節　　みなし退会お､七び入会取消しに対する

　　　　　　　　　　　　　　　　不服の申立ての審査ｆ続

　　　　　　　　　　　第　４　章　　　不　服　の　申　立　て

　∩九才に対するｲて服の申立て）

第３８条　第２条第１号の決定の通知を受けた抒け、ぞの決定に不服があるときは、決定

　の効ﾉｿが生じた目のが目から起算して７目以内に、監趾審査会に不服の申立てをするこ

;3



　　レ｛=い:ゴタろ、

１．　･勺矩:心中なでの審渥f1続に’パヽては、別に定める日1･｝価学会監IIﾓ審査会規程」による｡

　ドど録の送fヽh

胴３９条　審た会は、監正審査会･ﾉ）求めがあｰリ:ツーきは犬口仙に不服の申立てにかかる

　　りに記録を1監LIﾐ審査会に送付しなければならないー

第　５　章　　補 則

（２）創価学会監正審査会規程

　　　　　　　　　　　　　第　１　章　　総　　　　　則

　　目」的）

　　第１条　ニの規程は、監正審査会（以下「審査会」という。）の職務を適1Eに行なうため

　　　に必要な事項を定める｡

　　（審査事項）

　　第２条　審査会は、中央審査会および県審査会（以下、あわせてＦ涼審査会）という。）の

　　　　なした決定（以ﾄﾞ「原決定」という。）に対する不服の申立てについて審査し、決定す

　　　　る

第　２　章　　審　　査　　会

　　　　　　　　　　　　第　３　章　　　審　査　手　続

　（不服申、y諮）

第１１条　原決定に対する不服申立者は、氏名、住所および申立ての理由を記載した不服

　申収書を審査会に提出しなければならない。

　（代理人）

第１２条　不服申立者は、代理人を選任するニとができない。

　（記録の送付）

第１３条　審査鴎長は、不服の申立てがありたときは、原審査会に対し一件記録の送付を

　　求めろものとする。

　（審査指揮）

第１５条　審査の指揮は、審査員長が行なう。

　（証拠の取調等）

第１６条　審査会は、職権により、不服申政者･、証人お､Lび関係資料の取調、鑑定ならび

　に検､汪をすろ二とができる。

　（嘱　、1臼

第１７条　審査会は、嘔実の調査のため必要があるときは、審査員もしくは他の審査会に

　　=吋1.7りICIリ7リi‘、証人および関係資料の収調:゛い乃）びに検証を嘱託することができる、

４



　（非公FSk目

第１８条　審｡査会の審杏子一統は、非公開とする‥

　（録ぶ’かﾉ）制限）

第１９条　審査手続における録a･およびjり:肖の撮影は、審金目長内許可を得なければ行な

　　うニとができない

　（審査期口調游）

第２０条　審査会は、審査期日ごとに調書を作成しなければならない、

　（取　　Ｆ）

第２１条　不服申立者は、決定が効力を生ずるまでの間、審査会の同意を得て、申立てを

　　取りドげろ二とができる。

　（決　定）

第２２条　審査会は、審理が尽くされたと認めるときは、審理を終え、決定する。

　（不利益変更の禁止）

第２３条　審査会は、原決定より重い処分の決定をすることができない。

　（決定書）

第２４条　審査会は、決定したときは、すみやかに決定書を作成する。

２．決定言には、次の各号に掲げる事項を記載し、決定に関与した審査員全員が署一名捺印

　しなければならない。ただし、決定に関与した審査員が署名捺印できないときは、他の

　審査員がその旨附記し、署名捺印しなければならない。

　０　不服申立者の住所、氏名、生年J」日、原決定時の所属地域組織および役職

　２）主文および理由

　（決定の通知）

第２５条　審査員長は、決定書を作成した後ただちに不服申立者に対し、決定主文を通知

　　しなければならない、

２．審査員長は、不服申立者に対し前項の通知をすることができないときは、決定主文を

　記載した書面を創価学会の本部に７日間掲示して通知に代えることができる。

　（決定の発効・確定）

第２６条　決定は、不服申立者に対し前条第１項の通知が到達したとき、または|司条第２

　項による掲示を始めた日から７日間を経過したときに、その効力を生じ確定する。、

２．決定の内容が申syての棄却であるときは、その決定が確定したときに原決定も確定す

　　る。

３．不服の申在てが取り下げられたときは、ただちに原決定が確定する｡

第　４　章　　補

－

J ）

則

以上
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